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サービス付き高齢者向け住宅と連携している介護保険サービス 

サービス付き高齢者向け住宅における賃貸住宅事業と、連携している介護保険サ

ービス事業が、それぞれ独立して採算が合う事業となることが、適正な事業運営に

つながると考えられます。しかしながら、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有

料老人ホームにおいては、利用者本位ではない過剰な介護保険サービスの提供がな

されているといった事例も見受けられます。 

このため、国土交通省の整備費補助金の審査において、令和３年度からは、要介護

度別の家賃等の設定を行う住宅は補助対象としないことになりました。また、これま

で整備費補助を受ける場合を除き任意に公開されていた医療機関連携や看取りなど

の運営情報が、令和３年度から登録事項として順次情報公開されることとなっていま

す。医療やケアについて、入居時に、アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）の

説明を行うサービス付き高齢者向け住宅もあります。 

 

＜参考＞アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）について 

 

 

 

 

もしものときのために、自分が望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチ

ームと繰り返し話し合い、共有する取り組みを「ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニング」と

いいます。厚生労働省では、その愛称を「人生会議」に決定し、普及・啓発を行っています。 

出典：厚生労働省ホームページ 
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 入居者にサービス選択の自由を説明せず併設事業所だけがサービスを提供してい

る、いわゆる「囲い込み」に関して、大阪府では、大阪府高齢者・障がい者住宅計画

（平成 29 年３月）において、高齢者住まい法第７条第１項第９号の規定によるサー

ビス付き高齢者向け住宅の登録の基準を追加して、「入居契約前の書面説明による状

況把握・生活相談サービス以外の外部サービスの選択制の確保」を定めています。 

 

整備費補助金の審査に加え、高齢者住まいの入居者に焦点をあてたケアプラン点検

の手法等について検討する等、利用者にとって真に必要なサービスが提供される仕組

みづくり等の検討が必要です。大阪府高齢者計画 2021（介護給付適正化計画）におい

て、ケアプランの点検等の市町村支援に取り組むとしています。 
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出典：大阪府高齢者計画 2021（介護給付適正化計画） 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録の 10年目更新 

サービス付き高齢者向け住宅は新規登録した後、５年ごとの登録更新が必要です。

大阪府では、確実な登録更新のため、更新期限の３か月前までに事業者へ事前通知し

ています。大阪府内には、令和３年 12 月以降、10 年目更新の対象となるサービス付

き高齢者向け住宅があります。 

国土交通省の整備費補助金が、サービス付き高齢者向け住宅として 10年以上登録・

運営することを要件としているため、この 10 年間を経過した後、サービス付き高齢

者向け住宅の登録を更新しない事業者があることも想定されます。 

大阪府内の９割以上のサービス付き高齢者向け住宅は、食事や介護サービスの提供

等を行っているため、老人福祉法（昭和 38年７月 11日法律第 133号）に規定する有

料老人ホームに該当しています。有料老人ホームに該当する住宅が、サービス付き高

齢者向け住宅の登録を更新しない場合には、有料老人ホームとしての届出が必要とな

ります（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、特例として有料老

人ホームの届出は不要）。 
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（２）障がい者世帯 

①公営住宅における車いす常用者世帯向け住宅の供給 

 公営住宅における車いす常用者世帯向け住宅の供給について、「車いすを使用して

いる身体障がい者を含む世帯」「借家に居住する世帯」「最低居住面積水準未満である

世帯」「収入分位が 40％以下である世帯」の４条件すべてに該当する世帯数を基に、

平成 28年度から令和７年度の 10年間に 1,600戸の供給を目標としています（大阪府

高齢者・障がい者住宅計画 平成 29年３月）。令和２年度末時点で 974戸と順調に供

給が進んでいます。 
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②公営住宅の障がい者グループホームとしての活用 

 公営住宅の障がい者グループホームとしての活用については、大阪府障がい者計画

で定めた目標に対し、順調に活用が進んでいます。 
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（３）子育て世帯 

 大阪府子ども総合計画 後期計画（令和２年３月）や第四次大阪府ひとり親家庭等

自立促進計画（令和２年３月）などにより、地域の見守りや支援につなぐ取組み、ひ

とり親家庭等日常生活支援事業やファミリー・サポート・センター事業の活用等によ

る生活面の支援、配偶者等からの暴力への対応などが行われています。 
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